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資料番号 ３ 担当課 市町振興課 

法令名 
市町村の合併の特例に関する

法律 
根拠条項 第５条第２項 

許認可等

の内容 
知事の確認 

 

 

〇市町村の合併の特例に関する法律 

（合併協議会設置の請求） 

第五条 合併協議会を構成すべき関係市町村（以下この条及び次条第二項において「同一請求関

係市町村」という。）の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、他の同一請求関係市

町村の選挙権を有する者がこの項の規定により行う合併協議会の設置の請求と同一の内容であ

ることを明らかにして、その総数の五十分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、同

一請求関係市町村の長に対し、当該同一請求関係市町村が行うべき市町村の合併の相手方とな

る他の同一請求関係市町村の名称を示し、合併協議会を置くよう請求することができる。 

２ 前項の規定による請求を行う場合には、全ての同一請求関係市町村の同項の代表者は、あら

かじめ、政令で定めるところにより、これらの者が代表者となるべき同項の規定による合併協

議会の設置の請求が同一の内容であることについて、同一請求関係市町村を包括する都道府県

の知事の確認を得なければならない。 

 

 

〇市町村の合併の特例に関する法律施行令 

（請求が同一の内容であることの確認） 

第二十六条 法第五条第二項の規定による確認の申請は、すべての同一請求関係市町村に係る合

併協議会設置同一請求書を添えて、すべての同一請求代表者が連署した一の文書をもってしな

ければならない。 

２ 前項の申請を受けた同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、当該申請に係るすべ

ての合併協議会設置同一請求書に記載された同一請求関係市町村の名称及び請求の内容が同一

であることの確認をしたときは、すべての合併協議会設置同一請求書に、すべての合併協議会

の設置の請求が同一の内容であることの確認をした旨を記載し、かつ、記名押印して、それぞ

れの同一請求代表者に対し、これを返付しなければならない。 

 

 

 


